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令和４年第１１回弘前市教育委員会会議録 

日時 令和４年１０月１２日（水） 

 午後３時～午後３時１５分 

場所 岩木庁舎２階 多目的ホール 

 

◇議事日程 

１ 定足数確認 

２ 開会宣告 

３ 会議録署名者の指名 

４ 会期の決定 

５ 議案の審議 

議案第２２号 弘前市立博物館協議会委員の任命について 

議案第２３号 弘前市伝統的建造物群保存地区保存活用審議会委員の委嘱について 

議案第２４号 弘前市指定文化財の指定について 

６ 閉会宣告 

 

◇付議事件 

議事日程に同じ 

 

◇出席委員 

１番 吉田 健 委員、２番 日景 弥生 委員、３番 村谷 要 委員、 

４番 柿﨑 良樹 委員、５番 齋藤 由紀子 委員 

 

◇欠席委員 

なし 

 

◇説明のため出席した者の職氏名 

教育部長 成田 正彦、学校教育推進監 森 尚生、教育総務課長 菅野 洋、 

学校整備課長 高山 知己、学務健康課長 相馬 隆範、 

学校指導課長 鈴木 一哉、教育センター所長 小笠原 恭史、 

生涯学習課長 原 直美、中央公民館長 中川 元伸、 

博物館長兼高岡の森弘前藩歴史館長 吉崎 拓美、文化財課長 石岡 博之 

 

◇出席事務局職員 

教育総務課長補佐 行方 泰、教育総務課総務係長 藤田 真徳 

 

午後３時 開会 
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○教育長（吉田 健） これより、令和４年第１１回弘前市教育委員会会議を開会いた

します。ただいまの出席者数は５名で定足数に達しておりますので、直ちに会議を

開きます。 

会議録署名者に２番 日景 弥生委員と５番齋藤 由紀子委員を指名いたします。 

会期は本日１日としたいと思いますがいかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○教育長（吉田 健） ご異議ないものと認め、会期は本日１日といたします。 

本日の案件は、議案が３件となっております。 

 

・議案第２２号 

○教育長（吉田 健） 議案第２２号 弘前市立博物館協議会委員の任命について、事務

局から説明をお願いします。 

○博物館長（吉崎拓美） 議案第２２号 弘前市立博物館協議会委員の任命についてご説

明いたします。提案理由は、弘前市立博物館協議会委員が令和４年１０月３１日をも

って任期満了となることに伴い、博物館法第２１条の規定により、新たに委員を任命

しようとするものであります。 

委員の定数及び任期につきましては、弘前市立博物館条例第４条の規定により、定

数は１０人以内で、任期は２年です。職務は、博物館の運営に関し、館長の諮問に応

ずるとともに、館長に対して意見を述べることとされております。 

   委員名簿案ですが、今回の改選では、任期が５期１０年を超える方は交代すること

のほか、来年４月から施行される博物館法の一部改正に伴い、博物館に今後求められ

る役割の一つとして、まちづくりや観光などの関連機関との連携があることから、新

たに観光関係の団体に委員の推薦を依頼し、観光やまちづくりの観点から意見をいた

だくことを方針として改選しております。 

委員に任命する者の氏名等につきましては、先月の教育委員会協議会で説明した内

容から変更はなく、委員は９人で、内訳といたしましては再任が４人、新任が５人と

なります。女性委員は９人中４人となっており、女性委員の比率は４４％となってお

ります。委員の任命期間は、令和４年１１月１日から令和６年１０月３１日までの２

年間となります。説明は以上となります。 

○教育長（吉田 健） ただいまの説明に対して、ご質問等ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○教育長（吉田 健） 議案第２２号を可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○教育長（吉田 健） ご異議ないものと認めます。よって、議案第２２号は可決されま

した。 

 

・議案第２３号 

○教育長（吉田 健） 議案第２３号弘前市伝統的建造物群保存地区保存活用審議会委員
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の委嘱について、事務局から説明をお願いします。 

○文化財課長（石岡博之） 議案第２３号 弘前市伝統的建造物群保存地区保存活用審議

委員の委嘱について、ご説明申し上げます。提案理由は、弘前市伝統的建造物群保存

地区保存活用審議委員の任期満了に伴い、弘前市伝統的建造物群保存地区保存活用条

例第１１条第3項の規定により、新たに委員を委嘱しようとするものであります。 

弘前市伝統的建造物群保存地区保存活用審議委員は、弘前市伝統的建造物群保存地

区保存活用条例第１１条に基づく附属機関であり、定数は２０名以内となっており、

現在は、１５名が委嘱されております。任期は２年で、再任されることができるとさ

れております。 

委員は、市長及び教育委員会の諮問に応じ、保存地区の保存、活用等に関する重要

事項について調査審議し、学識経験者、関係行政機関の職員、関係地域を代表する者

等のうちから教育委員会が委嘱することとなっております。委員更新の考え方といた

しましては、昨年度から行っている防災計画の見直しについて、令和５年度まで継続

案件となることから全委員の留任を基本とし、関係行政機関の職員である財務部長に

ついては、予算及び施設の維持管理等に関する議論を審議会において行うことは附属

機関の趣旨になじまないことから、今後は委員として選任しないこととするものです。 

  具体的には弘前市伝統的建造物群保存地区保存活用審議委員（案）のとおりとするも

のです。 

「弘前市附属機関の設置及び運営に関する指針」第７条の選任に関する留意事項に

該当する№5および7の委員については、関係地区の代表者または地区の建築に関する

専門的な知識や経験を有しており、当委員会に関する審議に欠かすことができないた

め、再任するものです。 

   なお、同条項「（２）女性委員の比率を４０％以上とすること」については、専門的

な知識や経験を有している適格者がいないため満たすことができないものの、委員の

平均年齢は現在の約６１歳から約５９歳と２歳若返りが図られます。弘前市伝統的建

造物群保存地区保存活用審議委員の委嘱についての説明は、以上であります。 

○教育長（吉田 健） ただいまの説明に対して、ご質問等ございませんか。 

○２番（日景委員） これについて異議はございませんが、次に向けて検討いただきたい

と思う点がございます。１点目は任期の問題で、１０期目、９期目の方がおられます

が少し長いように思います。２点目は年齢についてですが、年齢８１歳の方がいらし

て役職名を見ると子育て支援員ということから他に方に代わることも可能ではないか

と思います。３点目は、前にもお話したことがありますが、行政機関の方が４名いま

すが、審議会の委員として位置づけるのか、あるいは行政の立場で資料提供等される

のか、どういう立場なのか。ということです。  

○文化財課長（石岡博之） ご意見をいただいた部分についても、考慮しているつもりで

ございますがなかなか代替わりが進まないのが現状であります。しかし、当審議会で

も扱われる防災計画などは地域を巻き込んで地域のことを考えて作る計画ですのでそ

れに付随して新たな委員の選出に努めていきたいと思います。行政の職員につきまし
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ても、地域の人が考えたプランを連携して取り組んでいく立場でございますので今回、

直接関係がないと思われる財務部長を委員に選出しなかったということもあります。

次回も最適な形を考えたうえで委員を選出したいと思います。 

○教育長（吉田 健） ほかにご質問等ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○教育長（吉田 健） 議案第２３号を可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○教育長（吉田 健） ご異議ないものと認めます。よって、議案第２３号は可決されま

した。 

 

・議案第２４号 

○教育長（吉田 健） 議案第２４号弘前市指定文化財の指定について、事務局からの説

明をお願いします。 

○文化財課長（石岡博之） 議案第２４号 弘前市指定文化財の指定について、ご説明申

し上げます。提案理由は、弘前市文化財保護条例第１０条第１項の規定に基づき、同

項第１号に規定する弘前市指定文化財に指定しようとするものであります。文化財の

指定の流れについてご説明いたします。 

今回の 2 件については、令和 3 年度第 2回弘前市文化財審議委員の会議で事務局か

ら指定候補として委員へ提案したものであります。 

提案した理由は、関根達人委員のこれまでの研究により価値が明確であったことや、

所有者である市としても、指定を受けることで、引き続きの適正な保存体制の維持と、

市に新たな魅力を加えることにもつながると考えたことによります。全ての委員の同

意を得て、関根委員を中心に調査が行われ、調査報告書が関根委員によって作成され

ました。令和 4年度第 1 回弘前市文化財審議委員の会議で報告され、全ての委員が価

値を認識し、価値が定まったことにより、市長から指定申請書の提出があったことに

より、諮問書が提出され答申がなされたもので、この答申を受けて、今回、教育委員

会議に諮ったものです。 

   今回指定しようとするものは、砂沢遺跡出土の土偶１点、湯口長根遺跡出土のヒス

イ大珠２点であります。 

○教育長（吉田 健） ただいまの説明に対して、ご質問等ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○教育長（吉田 健） 議案第２４号を可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○教育長（吉田 健） ご異議ないものと認めます。よって、議案第２４号は可決されま

した。 

○教育長（吉田 健） 以上で、本日の会議に付議された案件の審議はすべて終了いたし

ました。これをもちまして令和４年第１１回弘前市教育委員会会議を閉会いたします。 
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午後３時１５分 閉会 

 

 

 

 

 

会議録作成者 

弘前市教育委員会 

教育総務課総務係長 藤田 真徳 

 

 

弘前市教育委員会 

 

教育長   吉 田    健 

 

 

署名者   日 景  弥 生 

 

 

署名者   齋 藤  由紀子 


